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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加圧された液体二酸化炭素流を生成する装置であって、
　二酸化炭素蒸気からなる供給流を精製する精製フィルタと、
　上記供給流を凝縮する液だめを有するコンデンサと、
　第１及び第２の蓄圧チャンバと、
　上記第１及び第２の蓄圧チャンバを加熱して、該チャンバ内の液体を送出圧力まで加圧
するヒーターと、
　上記コンデンサと上記第１及び第２の蓄圧チャンバとを連結する導管を有し、加圧され
た液体二酸化炭素流を排出するフローネットワークと、を備え、
　上記フローネットワークは、上記導管と係合しているバルブを有し、該バルブは、上記
第１及び第２の蓄圧チャンバの一方が空になってしまう前に、中間液体流を第１及び第２
の蓄圧チャンバのいずれか他方に導入し、加圧された液体二酸化炭素流を連続的に送り出
すことを確実にするように、中間液体流を上記第１及び第２の蓄圧チャンバに交互に導入
し且つ加圧された液体二酸化炭素流を第１及び第２の蓄圧チャンバから送り出すことを可
能にし、
　上記フローネットワークの導管は、上記第１及び第２の蓄圧チャンバから上記コンデン
サに至る排出ラインを含み、中間液体流を導入する前に、第１及び第２の蓄圧チャンバの
各々から排出可能とする、
ことを特徴とする装置。
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【請求項２】
　請求項１記載の装置であって、前記ヒーターは、電気ヒーターを含むことを特徴とする
装置。
【請求項３】
　請求項１記載の装置であって、前記コンデンサは、冷媒流による間接熱交換を介して前
記供給流を凝縮するための熱交換器を有する外部冷凍回路を含むことを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項１記載の装置であって、さらに、加圧された液体二酸化炭素流を濾過する前記フ
ローネットワークに連結された粒子フィルタを備えることを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の装置を用いて、加圧された液体二酸化炭素流を生
成する方法であって、
　二酸化炭素蒸気からなる供給流を精製フィルターに導入し、
　精製された供給流を液だめを有するコンデンサ内で凝縮し、
　上記液だめからの中間液体流を第１及び第２の蓄圧チャンバに導入し、
　上記第１及び第２の蓄圧チャンバを加熱して、その中に含有されている液体を送出圧力
まで加圧し、
　加圧された液体二酸化炭素流を上記第１及び第２の蓄圧チャンバから送り出し、
　上記第１及び第２の蓄圧チャンバのいずれか一方が空になる前に、上記中間液体流を上
記第１及び第２の蓄圧チャンバのいずれか他方に導入し、上記加圧された液体二酸化炭素
流を連続的に送り出すことを確実にするように、上記中間液体流を上記第１及び第２の蓄
圧チャンバに交互に導入し、上記加圧された液体二酸化炭素流を上記第１及び第２の蓄圧
チャンバから交互に送り出し、
　上記中間液体流を導入する前に、上記第１及び第２の蓄圧チャンバの各々から上記コン
デンサに排出する、
各工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法であって、前記第１及び第２の蓄圧チャンバの各々は、電気的に加
熱されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項５記載の方法であって、前記供給流は、冷媒流による間接熱交換を介して、前記
コンデンサ内で凝縮されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項５記載の方法であって、さらに、前記加圧された液体二酸化炭素流を粒子フィル
タに導入する工程を備えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【関連出願】
本願は、本願に参照として組み込まれている2000年1月5日に出願された仮出願第60/174,5
31に基づく優先権を主張する。
【０００２】
【発明の背景】
本発明は、二酸化炭素蒸気からなる供給流を、液体に凝縮し、チャンバ内で加熱すること
によって連続的に加圧し、精製・加圧された液体二酸化炭素流を生成するための方法及び
装置に関する。特に、本発明は、加圧された液体二酸化炭素流が連続的に分配され得る２
個のチャンバを用いる上述の方法及び装置に関する。
【０００３】
高圧に加圧され、精製された液体二酸化炭素は、種々の産業処理に必要である。かような
高圧に加圧された液体は、産業用液体二酸化炭素を精製することによって得られる。すな
わち、約13～23barで得られ、次いで、約20～約68barの間の適宜の圧力まで液体をポンピ
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ングする。
【０００４】
しかし、ポンピングに伴う問題は、粒子または炭化水素が生成物流に機械的ポンプ操作の
副産物として導入されてしまうことである。論述するように、この問題は、本発明によっ
て解決される。
【０００５】
【発明の概要】
本発明は、加圧された液体二酸化炭素流を生成する方法を提供する。本発明において、二
酸化炭素蒸気からなる供給流を精製フィルタに導入する。精製された供給流を、液だめを
有するコンデンサ内で凝縮し、中間の液体流をコンデンサの液だめから第１及び第２の蓄
圧チャンバに導入する。第１及び第２の蓄圧チャンバを加熱して、内部に含有されている
液体を加圧する。加圧された液体二酸化炭素を第１及び第２の蓄圧チャンバから送り出す
。
【０００６】
中間液体流を第１及び第２の蓄圧チャンバに交互に導入し、第１及び第２の蓄圧チャンバ
のいずれか一方が空になる前に中間液体流が他方のチャンバに導入されるように、加圧さ
れた液体二酸化炭素流を第１及び第２の蓄圧チャンバから交互に送り出す。こうして、加
圧された液体二酸化炭素流は、連続的に送り出されるようになる。第１及び第２の蓄圧チ
ャンバの各々は、中間液体流の導入前にコンデンサの液だめに液体を流出させる。
【０００７】
好ましくは、第１及び第２の蓄圧チャンバを電気的に加熱する。冷媒流による間接熱交換
を介して、供給流をコンデンサ内で凝縮することが好ましい。加圧された液体二酸化炭素
流をさらに粒子フィルタに導入して処理してもよい。
【０００８】
別の特徴において、本発明は、加圧された液体二酸化炭素流を製造するための装置を提供
する。この特徴において、精製フィルタは、二酸化炭素蒸気からなる供給流を精製するた
めに設けられており、液だめを有するコンデンサは、供給流を凝縮するために用いられる
。第１及び第２の蓄圧チャンバは、該チャンバを加熱して、該チャンバ内に含まれている
液体を加圧するためのヒーターと関連している。
【０００９】
蓄圧チャンバと関連するフローネットワークは、コンデンサの液だめを第１及び第２の蓄
圧チャンバと連結する導管を有し、加圧された液体二酸化炭素流を排出する。フローネッ
トワークは、導管に係合されたバルブを有し、第１及び第２の蓄圧チャンバのいずれか一
方が空になる前に、中間液体流を第１及び第２の蓄圧チャンバのいずれか他方に導入する
ことを確実にするように、コンデンサの液だめから第１及び第２の蓄圧チャンバに交互に
導入し、加圧された液体二酸化炭素流を第１及び第２の蓄圧チャンバから交互に送り出す
ことを可能にする。こうして、加圧された液体二酸化炭素の連続的な送り出しを確実にす
る。導管は、さらに、第１及び第２の蓄圧チャンバからコンデンサに至る排出ラインを含
み、第１及び第２の蓄圧チャンバの各々が中間液体流の導入前に液体を排出できるように
する。
【００１０】
好ましくは、ヒーターは、電気ヒーターからなり、コンデンサは、熱交換器を有する外部
冷凍回路を含み、冷媒流による間接熱交換を介して供給流を凝縮する。装置は、さらに、
フローネットワークに連結された粒子フィルタを備えていてもよく、加圧された液体二酸
化炭素を濾過する。
【００１１】
上記記載からわかるように、ヒーターは液体を加圧するために用いられるので、液体は加
圧された液体二酸化炭素に不純物を導入するかもしれない機械的ポンプ要素と接触するこ
とはない。さらに、ポンプを用いていないので、本発明の装置のメンテナンス要求は従来
の装置よりも少ない。
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【００１２】
明細書には、出願人が発明であると考える要旨を特に記載した特許請求の範囲を含むが、
本発明の方法を実施するための装置の斜視図である添付図面を参照すれば、本発明はより
よく理解されると確信する。
【００１３】
【詳細な記述】
図を参照すると、本発明の装置１が示されている。二酸化炭素蒸気からなる供給流10は、
多数の公知の入手可能な会合（coalescing）及び／または選択的吸着フィルタであっても
よい精製フィルタ12に導入される。バルブ14及び16は、精製フィルタ12を隔離するために
設けられている。
【００１４】
精製された後の供給流は、蒸気を液体20に凝縮するために、液だめを有するコンデンサ18
に導入される。かような凝縮は、好ましくはシェル及び管設計からなる熱交換器24を介し
て冷媒流を循環する外部の冷凍ユニット22によって効果的になされる。これに関して、コ
ンデンサ18は、別体の液だめに供給する熱交換器からなるものでもよい。隔離バルブ23及
び25は、冷凍ユニット２２を隔離するために設けられてもよい。液体のレベルは、コンデ
ンサ18内の液体と蒸気との圧力差を検出する差圧トランスデューサー26によって制御され
る。図示されていないが、プログラム可能な論理コンピュータの形態でのコントローラが
、差圧トランスデューサ26からの信号を受信して、液体20が所定レベルよりも低下したと
きに、冷凍ユニット22を作動させる。
【００１５】
理解されるように、蒸気はコンデンサ18内で凝縮されているので、蒸気内に存在するいか
なる不純物も効果的に分離され、より揮発性の不純物は凝縮されなかった蒸気内に残存し
、揮発性の低い不純物は液体内に凝縮される。図示されていないが、試料ラインがコンデ
ンサ18に連結されていてもよく、コンデンサ18内の不純物濃度を低下させることが必要な
場合に、液体及び蒸気をサンプリングし且つ排出する。
【００１６】
高純度液体20からなる中間液体流は、第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30に導入される
。第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30は、好ましくは、電気ヒーター33及び34によって
、それぞれ加熱されて、液体を、装置1によって生成されるべき加圧された液体二酸化炭
素流の送出圧力まで加圧する。
【００１７】
液体は、中間液体流を第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30に供給するための入口導管32
を有するフローネットワークによって、第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30に流出入す
る。加圧された液体二酸化炭素流は、第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30から出口導管
35を介して送り出される。さらに、第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30の各々から、排
出ライン36を介してコンデンサ18に液体が排出される。
【００１８】
バルブネットワークは、フローネットワーク内でフローを制御する。これに関して、制御
バルブ38及び40は、コンデンサ18から第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30に至る中間液
体流のフローを制御する。出口導管35を介してのフローの制御は、制御バルブ42及び44に
よって効果的になされる。第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30からの排出は、制御バル
ブ46及び48によって制御される。
【００１９】
第２の蓄圧チャンバ30がほぼ空になると、制御バルブ42が開き、制御バルブ44が閉じて、
第１の蓄圧チャンバ28からの加圧された液体二酸化炭素流を分配する。同時に、第２の蓄
圧チャンバ30が電気ヒーター34によって加圧されているので、制御バルブ48が開いて、か
ような圧力をコンデンサ20に逃がすことができる。こうして、第２の蓄圧チャンバ30が、
入口導管32を介しての第２の蓄圧チャンバ30への中間液体流の導入によるより多量の液体
を受け入れることができるようになる。このために、制御バルブ40は、開位置に設定され
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及び48は閉じて、第２の蓄圧チャンバ30内の液体は電気ヒーター34によって加熱されて、
液体を加圧する。
【００２０】
差圧センサ50が第１の蓄圧チャンバ28がほぼ空になることを検知すると、制御バルブ42を
閉じて、制御バルブ44を開いて、加圧された液体二酸化炭素流を第２の蓄圧チャンバ30か
ら分配可能とする。同時に、制御バルブ46を開いて、第１の蓄圧チャンバ26から液体を排
出する。制御バルブ38を開いて、中間液体流を第１の蓄圧チャンバ28に充填可能とする。
差圧センサが充填の完了を検出すると、制御バルブ38及び46を閉じて、液体は電気ヒータ
ー33によって加熱されて、第１の蓄圧チャンバ28内の液体を加圧する。
【００２１】
上述のバルブは、加圧された液体二酸化炭素が連続的に分配されるようなサイクルに従っ
て機能する。このサイクルは、好ましくは、差圧トランスデューサー50及び52に連結され
ているプログラム可能な論理コントローラ（図示せず）によって制御される。差圧トラン
スデューサー50及び52は、第１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30内での液体レベルと考え
られる信号を発生し、この信号に応答して、コントローラは、上述の制御バルブを遠隔自
動操作する。コンデンサ18内の液体のレベルを検出する差圧トランスデューサーもあり、
コントローラは、コンデンサ容器が満たされる前に、冷凍ユニット22の操作を中止するこ
とによって、凝縮プロセスを中止して、二酸化炭素用のスペースに、充填サイクル中に第
１及び第２の蓄圧チャンバ28及び30から排出可能とする。
【００２２】
好ましくは、出口導管35は、粒子フィルタ54に連結されていて、かような液体中の粒子状
汚染物を除去する。
本発明を好ましい実施形態に関して説明したが、当業者には明らかなように、本発明の範
囲を逸脱しない限りにおいて、多くの追加、変更及び削除がなされてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の方法を実施するための装置の概略図である。
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